
道路規制に伴う「車の乗り入れの自粛（禁止）」について（お願い） 

 

  児童の安全確保等のため、学校正門前の細い道路への車の乗り入れの自粛（禁止）をお願いします。 

 乗り入れの自粛（禁止）期間は、９月１日（金）より工事による規制が解除されるまでとします。 

 保護者送迎をする場合は、体育館東側の駐車場を利用してください。 

   （理由） 

    今回の規制及び通学路の変更により下記の状況となることが予想されます。 

    ①多くの児童が学校正門前の細い道路を今までより長く歩くことになります。 

    ②車両通行止めとなるため、車は通り抜けすることができず、Uターンすることになります。事故の可

能性が高くなると考えられます。 

    そこで、児童の安全確保等のため、学校正門前の細い道路への車の乗り入れの自粛（禁止）をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


